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第 3 章 プロジェクトの内容 

3.1 プロジェクトの概要 

(1) 上位目標とプロジェクト目標 

「カ」国では、貧困削減、経済成長及び食料の安定供給の観点から、農業セクター開発、

中でも経済投資効率の高い既存灌漑施設の改修事業の優先度が極めて高い。協力対象事業は、ま

さしく改修事業で「カ」国の上位開発計画と整合性を有し、上位開発計画実施に貢献するもので

ある。協力対象事業の上位目標及びプロジェクト目標は、下記のとおりである。 

 

上位目標 

① 農村地域の貧困削減に貢献する。 

② 「カ」国の食料の安定供給に貢献する。 

 

プロジェクト目標 

① 建設後 30 年以上が経過し、施設の老朽化が顕在化している既存灌漑施設であるロ

ーレンチェリー頭首工とアンドンスラ取水工の改修工事により、プレクトノット川

両岸に位置する受益地約 10,000ha に安定した灌漑用水の供給を図り、現行の農業

生産力及び農家収入を維持すること。 

② ローレンチェリー頭首工の下流約 40 km 地点に建設されたカンダルスタン灌漑地区

（約 1,950 ha）へ確実な用水供給を可能とすること。 

③ 頭首工の上・下流域の洪水被害（溢水、湛水）を軽減することである。 

 

(2) プロジェクトの概要 

本プロジェクトは、上記目標を達成するために、下記のローレンチェリー頭首工とアンドン

スラ取水工の改修を無償資金協力事業で実施する。頭首工には、下流域に位置するカンダルス

タン灌漑地区への放流工を頭首工右岸に新たに建設し、プロジェクト目的の達成を図る。さら

に、改修施設の運営・維持管理支援として、ソフトコンポーネント計画を実施し、事業効果の

確実な維持を図る。 

① 改修工事 

1) ローレンチェリー頭首工 

- ゲート改修（開閉装置含む） 

- 下流護岸工改修 

- 下流護床工建設 

- 右岸放流工建設 

- 雑工事 

2) アンドンスラ取水工 

- ゲート改修 

- 取水工改修 

② ソフトコンポーネント計画: 維持管理支援 
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3.2 協力対象事業の基本設計 

3.2.1 設計方針 

(1) 基本方針 

本事業の施設改修に係る基本方針は、下記のとおりである。 

① 既存施設の現状復帰を図る。頭首工ゲートの改修を 優先する。 

② 施設の重要性、管理職員及び施設の安全性向上を考慮して、管理棟に頭首工ゲート遠

隔操作盤を、さらに頭首工ゲート操作台に避雷針を新たに設置する。 

③ 施設改修は、維持管理が容易な設計とする。頭首工ゲートの新たに更新されるローラ

ー軸受けには、潤滑油注入不要のメインテナンスフリー型軸受けを採用する。 

④ ゲート改修に要する機械設備及び電気設備などを除き、改修及び新設施設には現地で

容易に入手できる資材を出来るだけ使用する。ただし、アスベストを含有する資材の

採用・調達は行わない。 

⑤ 頭首工改修工事には、仮締切工を実施し、用水停止を 12 月から 4 月の乾期に設定し、

その用水停止期間は 短とする。 

⑥ アンドンスラ取水工改修では、仮回し水路と仮締切提を設け、用水の取水工下流への

搬送を妨げないようにする。この北導水路においても、用水停止を乾期に設定し、そ

の用水停止期間は 短とする。 

⑦ 仮締切工も含め改修工事計画には、安全に配慮し、洪水の危険が予想される期間（7

月から 10 月）は、河川内では工事を行わない。 

⑧ 頭首工ゲート及びアンドンスラ取水工改修に伴う既存管理橋などの交通制限は、 小

とする。 

⑨ 環境緩和対策として、建設業者の環境対策義務を契約書（仕様書）に明記する。具体

的には、散水の義務、交通安全員の配置、夜間工事の禁止、工事の残滓などの河川な

どへの投棄禁止、水質検査の実施・報告などである。 

⑩ ソフトコンポーネント計画では、改修・新設施設の維持管理規定及びゲートの操作マ

ニュアルなどの作成、さらにゲート操作の実地指導を行う。ゲート操作は、頭首工だ

けでなく下流域に位置するゲート施設とともに情報伝達ネットワークを構築する。 

 

(2) 自然環境条件に対する方針 

① プレクトノット川の設計洪水量 

頭首工改修の設計洪水量は、開発調査にて算定した 1,600 m3/秒を採用する。これは概

ね 50 年確率洪水量になる。1,600 m3/秒の場合の頭首工上流水位と下流水位は、不等流計

算により、それぞれ WL 36.00 m と WL 35.86 m とする。また頭首工ゲート改修に要する仮

締切堤に対する乾期設計洪水量は、10 年確率洪水量の 40 m3/秒とする。 

 

② 設計水量 

灌漑施設の設計に使用する設計水量は、開発調査にて算定された下記の式による。 

設計水量 (m3/秒) = 灌漑面積(ha) x 0.0016 m3/秒/ha 

③  地震係数 

「カ」国 MOWRAM では設計に使用する地震係数（Kh）の基準が設定されていないこと、
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また地震が起きていない現地事情を勘案し、土地改良事業設計基準に準拠し 低値の

Kh=0.1 を使用する。 

 

(3) 社会経済条件に対する方針 

 本計画の社会経済条件に対する方針は、「2.2.3 環境社会配慮」に記したとおりである。 

 

(4) 建設事情に対する方針 

建設事情に対する方針は下記のとおりである。 

① 土木構造物の設計では、「カ」国内で調達容易なコンクリート、骨材、鉄筋、型枠、コ

ンクリート 2次製品、塩ビ管等を、品質に問題が無い範囲内で、出来る限り採用する。 

② 工事に必要な盛土材、コンクリート骨材、割栗石は、工事現場近くで入手できること

から、品質が満足するものは、出来るだけ使用する。 

③ 日本製の汎用建設用機材が多く出まわっており、リースも可能であることから、穿孔

機のような特殊機材以外は現地でリース調達を行う。さらに長期間使用するポンプ、

発電機、管理用４輪駆動車もリース調達を行う。特殊な穿孔機は「カ」国では入手で

きないため、日本から持ち込む。 

 

(5) 現地業者の活用に係る方針 

現地業者･資材に対する方針は、下記のとおりである。 

① 工事には、技術的及び財務的に問題がない範囲で、現地建設業者の活用を図る 

② 現地建設業者に、多大な技術的な期待はせず、労働力確保を目的に下請けとして雇用す

る。労働力は、慢性的に労働力過多で問題なく雇用できるが、熟練工やオペレーターは

プノンペンで、単純労働者はコンポンスプー州現場近くで確保することが望ましい。 

③ 「カ」国の労働基準法に基づいて、休日・祝祭日を与え残業手当など支払う。 

 

(6) 運営・維持管理に対する対応方針 

「カ」国水資源気象省の灌漑システムの運営・維持管理に関する方針によれば、政府の行

政負担を軽減するため、水資源気象省は灌漑基幹施設の運営に責任を持つが、その他の灌漑施

設の維持管理に必要な資金及び労力は、受益者（水利組合）が負担することを原則としている。 

ローレンチェリー頭首工灌漑地区の基幹施設、つまり頭首工、2箇所の取水工、南北の導水

路は、頭首工及び取水工維持管理事務所が、南北幹線水路の維持管理は、コンポンスプー州水

資源気象省事務所の灌漑農業課を中心に実施されている。2次水路以下については、水利組合が

コンポンスプー州水資源気象省事務所の指導を得ながら、実施している。水利組合では、組合

員から 30,000 リエル/ha の水利費を徴収し、組合の運営費と施設の維持管理費に当てている。

コンポンスプー州水資源気象省事務所の事務所運営費及び基幹施設の維持管理費は全額、国費

であり、コンポンスプー州水資源気象省事務所の年間予算は約 2 億 8 千万リエル（約 7 万米ド

ル）である。 

頭首工及び取水工の維持管理は、コンポンスプー州水資源気象省事務所所長の監督のもと

で、頭首工及び取水工維持管理事務所（1名）が実施している。維持管理事務所は頭首工右岸に

あり、建設終了後 33 年間にわたり、同じ管理員 1名が既存発電機（75 kVA と 23.9 kVA の 2 台：

1台は予備）を電源とする頭首工ゲート操作、手動でアンドンスラ取水工とバットクローチ取水

工のゲート操作を実施している。頭首工及び取水工は、工事実施中も改修工事終了後も、従来
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どおりの維持管理事務所にて維持管理が実施される。頭首工及び取水工維持管理事務所の年間

維持管理費は、8百万リエル（2,000 米ドル）から 1千 2百万リエル（3,000 米ドル）である。 

協力事業効果の維持を図るため、改修された施設の運営・維持管理支援を後述するソフト

コンポーネント計画により行う。 

 

(7) 施設、機材のグレード設定に係る方針 

施設・機材のグレード設定に係る方針は、下記のとおりである。 

① 改修の基本方針は施設の現状復帰である。従って、基本的に施設・機材のグレード設定

は、使い慣れた既存施設・機材と同程度の資材・機材や仕様を原則とする。 

② しかしながら、今回の改修工事で も難しい工事となる頭首工ローラー部の「軸及び軸

受けの交換」工事が必要になった原因を反省し、潤滑油を必要とする既存軸受けを、メ

インテナンスフリーの軸受けで更新し、この特殊で難しい工事を再度行わないことを図

る。 

③ 頭首工のゲート開閉装置は、頭首工の 上部にあることから、管理職員は洪水時には夜

間大雨の中、操作のために 上部に上がる。これは危険を伴うことから、既存の管理棟

内に頭首工ゲート遠隔操作盤を新たに設置し、洪水時にも迅速かつ安全なゲート操作が

できる環境をつくる。 

④ 頭首工ゲートの開閉装置（機側操作盤付）は、頭首工の 上部に設置されている。過去

に落雷が無かったことは幸いであるが、頭首工及び遠隔操作装置を新たに設置する管理

棟を落雷による被害から守るため、現状設置されていない避雷針を新たに設置する。 

 

(8)  工法/調達方法、工期に係る方針 

工法及び工期に係る方針は、下記のとおりである。 

① 工期設定は、雨期・乾期などの気象条件を考慮した年間稼動日数、工事数量、工事場所、

我が国の会計年度との整合性及び「カ」国での免税手続きを考慮する。 

② 頭首工ゲート改修工事の「ローラー軸と軸受けの交換工事」は、特殊性及び技術的難易

性を有するため、全体工期のクリティカルパスとなる。 

③ 必要な資機材及び労働力が、可能な範囲で工期全体に平準化されるよう考慮する。 

④ 準備・後片付け期間は、工事にかかわる諸手続きの期間、仮設備の設置・撤去に要する

期間、使用する主要資機材の調達に要する期間を考慮して設定する。 

⑤ 工事工法は、「ローラー軸と軸受けの交換工事」を除き、特殊なものはないが、工事の

安全性、地域住民への影響、自然環境への影響、工期、経済性を考慮して工法を採用す

る。 

⑥ 「ローラー軸と軸受けの交換工事」に必要な仮締切工法は、安全性、地域住民への 小

の影響、工期、経済性を考慮し決定する。 

⑦ 頭首工ゲートの改修工事には、ローラー軸と軸受け各 40 組の交換という特殊な工事が

含まれているため、頭首工ゲート改修工事には、類似工事を経験した日本のゲートメー

カーに発注する。 

⑧ 軸と軸受けは、ゲートメーカーは専業メーカーに発注するが、工期に制限があるため、

納期に必ず納品できること、及び高品質の製品を提供できることが条件になることから、

日本の専業メーカーに発注する。 
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⑨ 右岸放流工スライドゲートや取水工ラジアルゲートは、タイ及びベトナムなどの第三国

ゲートメーカーで、十分に製作可能で、品質も確保できることから、第三国メーカーの

活用を図る。 
 

3.2.2 基本計画 

3.2.2.1 協力対象事業の全体像 

(1)  協力対象事業の 終案 

本無償資金協力事業は、老朽化した既存灌漑施設の改修により、現行の農業生産性と農家

収入を維持し、農村地帯での貧困軽減に貢献することを目的とするものである。協力対象事業の

全体像を明らかにするために、基本設計調査における現地調査時に、ローレンチェリー頭首工な

どの既存施設の問題点と課題（「2.1.4 既存の施設・機材」に記したとおり）を検討し、要請内

容の妥当性を検討した。その結果、協力対象事業の 終案は、改修緊急度が高くさらに事業効果

がただちに発現することを原則に、下表のとおりとした。この 終案については、水資源気象省

と 2007 年 11 月 21 日に合意している（添付資料 4-1 を参照）。 

 

表 3-1  協力事業 終案 

要請内容 終案 協力対象外の理由 

(1) ローレンチェリー頭首工
施設の建設及び改修 

  

1.1 鋼製ゲート 5 門及び巻上
げ機（開閉装置)の改修 

協力対象 ― 

1.2 下流護床工の建設 協力対象 ― 
1.3 下流護岸工の改修 協力対象 ― 
1.4 右岸放流工の建設 協力対象 ― 
1.5 管理棟の建設 

 

既存管理棟を活用する。この管理棟は発電
機置場及び頭首工遠隔操作盤設置に必要
なスペースを有し、かつ機能を十分果た
す。 

(2) 取水工の改修   
2.1 北導水路の改修 

 
既存水路が十分な通水能力を有し、緊急改
修の必要性も低い。 

2.2 アンドンスラ取水工及び
ゲートの改修 

協力対象 ― 

2.3 南導水路の改修  
2.4 バットクローチ取水工及

びゲートの改修 
 

既存水路及び取水工が現況の受益面積（約
3,450 ha）への灌漑に必要な通水能力を有
する。要請された水路拡幅を実施しても、
下流水路の拡幅及び下流計画地区で、２
次・３次水路が完成されなければ、拡幅の
効果は発現されない。 

2.5 送電線建設及び頭首工-取
水工間の遠隔操作装置設
置 

 

現在、頭首工ゲート操作員が頭首工-各取
水工間（計 2.1 km）を移動し手動操作をし
ており、操作上に問題がない。1974 年に建
設された送電線（アンドンスラ取水工動力
源）は、寸断され使用できない状況が 30
数年続いている。このような状況で送電線
や遠隔操作盤を建設・設置しても、同様な
事態が想定される。また緊急性に欠ける。

(3) 維持管理指導   
3.1 施設の管理規定及び操作

マニュアルの策定 
協力対象 ― 
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(2) 協力対象事業の特殊性と技術的難易性 

協力対象事業のうち、頭首工ゲート改修工事は、灌漑地区約 10,000ha の生死を決める 重

要工事である。この工事のうち、｢ローラー軸と軸受けの交換｣は、極めて特殊な工事であると同

時に、技術的難易性を有する。この｢ローラー軸と軸受けの交換｣が、協力対象事業の全体工期決

定におけるクリティカルパスとなるだけでなく、工費にも影響を与える。 

ローラー軸（付図 3.2.1 の③）とは、ゲート扉体とローラー（付図 3.2.1 の①）をつなぐ円

形棒状金物で、ローラー軸受け（付図 3.2.1 の②）とは、ローラーをスムースに回転させるため

の黄銅または青銅製の円筒状金物である。軸受けはローラーと一体化させるため、圧力をかけて

ローラーに嵌め込まれ、ゲート扉体で受ける全水圧を、ローラー軸を経由して、左右各 4個の計

8 個のローラーで受ける。ゲート扉体１門で受ける水圧は、314 トンであるため、ローラー1 個

当りには、約 40 トンの荷重（≒乗用車 40 台分の重量）がかかる。｢ローラー軸と軸受けの交換

作業｣の作業手順の説明は、付表 3.2.1 に、標準施工フローは付図 3.2.2 に示す。｢ローラー軸と

軸受けの交換｣が有する、特殊性と技術的難易性は、下記のとおりである。 

 

① 仮締切工設置の必要性と工事期間の制約： 

軸と軸受けの交換工事は、ゲートを上昇させた状態で行う。しかし、工事中も灌漑用

水供給を続けるためには、河川水位を約 7 m 堰上げる仮締切工が必要である。仮締切工

を設置するには、用水停止期間が必要であるが、その期間は 短とすることが求められ

る。さらにゲート改修の工期は、仮締切工設置・撤去を含めて乾期の 5ケ月以内に終了

しなければならない。このように、仮締切工設置とゲート改修工事の期間は制約が多く

かつ短い。 

② 軸・軸受けの採寸に基づく発注： 

ゲートの竣工図面が存在しないこと、さらに日本のゲートメーカーは、ローラー軸や

軸受けは製造しないことから、ゲートメーカーは、ローラー軸と軸受けを専業メーカー

に発注しなければならない。このため、既存のローラー軸・軸受け１組を早急に取り外

し、径及び長さ等を 1/100mm の精度で採寸し、図面及び仕様書を作成しなければならな

い。現地でローラーから軸を取り外すが、取り外したローラー（軸受け付き）から軸受

けを取り外すことは、「カ」国では難しく、この取り外し作業が可能な第三国の工場ま

で、迅速な輸送が必要である。また軸と軸受けの発注後、専業メーカーは、短い納期内

納品が不可欠となる。 

③ ゲート堰柱の穿孔： 

改修工事の難しさの一つは、扉体端桁からローラー及び軸を取り外す作業である。取

り外すために、ゲート堰柱 10 箇所（2箇所 x 5 門）に穿孔 (口径 40 cm、長さ約 50cm）

を行う。ダイヤモンドビッド付穿孔機械（口径 40 cm）は、「カ」国で入手できないた

め、日本から持ち込む必要がある。 

④ ローラー軸・軸受けの取り外し作業： 

40 組の軸と軸受けの取り外しは、軸と軸受け全てが発錆により固着しているため、

大きな力が必要となる。穿孔に手、油圧ジャッキ及びハンマーを入れて、軸に打撃を与

えるなどにより取り外す。極めて狭いスペースで行うこの作業は、決して容易ではない。

そのうえ、取り外す際には、軸より軟らかい金属（青銅又は黄銅）が使用されている軸

受けが、破壊される可能性がある。破壊された場合は、破壊された断片をきれいに除去

し、ローラー内径を精密に採寸する必要がある。また軸・軸受けを扉体端桁から取り外

す際は、端桁を破損しないように注意深く行う。破損した場合は適宜補修を行う。 

⑤ 既存ローラーの整備、新軸受け等の取り付け： 

すべての既存ローラー(軸受け付き)は、軸を取り外した後、第三国の整備工場に輸送
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し、ローラーから軸受けを取り外し、ローラー本体の錆落としやローラー孔部の整備を

行う。第三国の整備工場に、新ローラー軸と新軸受けが到着次第、直ちに新軸受けに精

密加工を施し、既存ローラー（整備済み）に嵌めこむ。 

⑥ ローラーと軸受けの嵌めこみに要求される高い精度 

新軸受けを整備済みローラー孔に、油圧プレスにより圧入するが、その際の標準仕様

（JIS）は下記のとおり高い精度が要求される。 

-  ローラーの孔径 d2 の公差は、JIS B0401 の H7 で、径 120 mm の場合は、+0.035 mm, 

-0 mm。 

-  軸受けの外径公差は、JIS B0401 の r6 で、径 120 mm の場合は, +0.076 mm、+0.054 

mm。 

-  締めしろは, 0.076 mm(= 0.076-0.000 mm)から 0.019 mm (= 0.054-0.035 mm)。 

これらの作業は、第三国の整備工場で行うが、整備工場には、1) 1/100 mm 精度

の旋盤、その他機械施設、工具が使用できること、2) 熟練工が間違いなく手配できる

などの条件が求められる。 

⑦ 新軸受け付きローラー・新軸の扉体取付け： 

新軸受けが嵌め込まれた既存ローラーと新軸（計 40 組）を、第三国整備工場から現場

に搬入し、扉体端桁に取付ける。取り付け作業は、ゲートを引き上げ、ローラー位置を

穿孔位置に合わせ、ゲートを静止させ左右 1組ずつ取付ける。これが終われば、ゲート

をさらに動かして、次のローラー位置を穿孔位置に併せ、ゲートを静止させ左右 1組ず

つ取付ける。１門につき、４回同じ手順を繰り返し、次ぎのゲートに移る。このように

して、5 門の既存ローラー（新軸受けが嵌め込み済み）と新軸（計 40 組）を扉体端桁

に取り付ける。 

⑧ 軸をローラーに取り付ける際の偏心調整： 

ローラーを扉体に取り付ける際には、ゲート片側 4 個のローラーに均等に荷重がかか

るよう、踏面を正確に 1直線上に取り付ける構造にすることが必要である。そのため付

図 3.2.1 に示すように軸 d1 の中心と取付部軸 d3、d4 中心を、δ だけ偏芯させる。軸

を回転させ、踏面を左右に動かし、4個のローラー踏面が一致するように調整する。こ

のような調整をした後に、付図 3.2.1 のＡ部にダウエルピンを打ち込んで回転しないよ

うに固定する。ローレンチェリー頭首工の1970年初頭の入札図面にも、“Adjustment by 

Means of Eccentric Pin”と図面に記載され、既存ゲートのダウエルピンの存在は、現

地調査で確認済みである。偏心量 δ の調整を行わない、または容易に手に入る代替品

でローラーを設置すれば、ゲートを降ろした場合、ゲート扉体１門で受ける水圧 314

トンにより偏心を受けるため、ゲートが扁形する可能性が極めて高くなる。 

⑨ 迅速な輸送の必要性： 

工事期間に制限があるため、軸及び軸受け等の緊急性の高いものは、空輸することが

必要である。一方、開閉装置など緊急性のない部品は, 海上輸送や陸上輸送とする。軸

受け付きローラーの 初の一組（225kg）は、正確な採寸が至急必要なため、第三国整

備工場へ空輸を行う。また新軸及び新軸受けは、日本で製造し第三国まで空輸が必要に

なる。輸送部品、輸送ルート、輸送手段、輸送重量は、付表 3.2.2 に記す。 

⑩ 高度な業務管理能力の必要性： 

新軸受けと新軸を発注後、日本から新軸受けと新軸が到着するまでの間は、現地で

は扉体の錆落とし、塗装、扉体の水密ゴムの交換などを行う。軸・軸受けの発注、ロ

ーラー・軸受け及び軸の取り外し、新軸受けや新軸の扉体への取り付け、扉体の塗装、

水密ゴム交換を含む 初の１門の改修工事は、 短で 3 ケ月 10 日、2 門目以降は１門

当り 2ケ月を要する。5門同時に改修する場合は、 短で 3ケ月 10 日を要する。ただ、
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仮締切工が全川仮締切堤の場合は、乾期をフルに利用できるため 4ケ月 10 日間が可能

になる。これら業務を短期間で円滑に推進するためには、ゲートメーカーに高い業務

管理能力が求められる。 

(3)  プレクトノット川における仮締切工 

協力対象事業の全体像を確定するには、プレクトノット川における仮締切工や工法の検討

が必要となる。この仮締切工や工法の検討は、頭首工ゲート改修工事だけでなく、頭首工の他

の工事や取水工工事にも関係する全体工程を決定するものである。 

 

① 頭首工改修工事の仮締切工 

この仮締切工の決定に際して、下記の転流案、全川仮締切堤案、半川締切案の 3案を検討

した。 

転流案： 頭首工上流に全川仮締切堤（高さ 8m, 長さ 100 m）を建設し、この上

流地点で河川流量を河川の右岸に転流させるために、新たに仮排水路

（約 1000 m）を建設し、頭首工下流で再び河川に合流させる案。 

全川仮締切堤案：頭首工上流に全川仮締切堤（高さ 8m, 長さ 100 m）を建設し、新たに

仮排水路（約 1000 m）を建設するかわりに、既存の北導水路を利用す

る。ただし、北導水路などの安全性のため、仮設余水吐を新たに建設

する。 

半川締切案： 頭首工の直上流で仮締切堤（高さ 8m, 長さ 100 m）を建設し、まず河

川の半分を締切り、仮締切堤の工事を終了する（第 1 ステージ）。こ

れが終了すると残り半分を締切り（高さ 8m, 長さ 100 m）、残工事を

終える（第 2 ステージ）。しかし、本案件の場合は、頭首工上流の水

深が 7 m と河川幅に比して深いため、第 2ステージだけでは十分でな

く、さらなる仮締切堤（高さ 8m, 長さ 80 m）を建設する第 3 ステー

ジが必要である。この３ステージの仮締切堤の総延長は 280 m となる。

（この 3つのステージの詳細は、付表 3.2.3 に示す。） 

 

これら 3案を、経済性、用水停止期間、補償問題の有無、工事の安全性などの点で比較した。

この比較表を付表 3.2.3 に示す。この結果、 短の用水停止期間、低コスト、補償問題がほと

んどない、安全性が高いなどから、全川仮締切堤案が 適案となった。全川仮締切堤の標準断面

は、付図 3.2.4 に示す。 

 

② 頭首工ゲート改修工事の仮締切工法の代替案検討 

上記検討の結果、全川仮締切堤が選定されたが、日本ではゲート改修工事の仮締切工は、

鋼製角落し工法が通常採用されている。このため、全川仮締切堤工法と鋼製角落し工法の比較

検討を行った。この検討には、可能と考えられる下記の 5 つの代替案を比較した。さらに、工

程検討では、閣議時期,ＤＤ時期などを考慮した。鋼製角落しは、付図 3.2.3 に示す。 

 

代替案 1 :  鋼製角落し１セットを使用する。ゲート改修は１年目乾期に 1門、2年目

乾期に 4 門を改修する。（4 門の改修期間は、角落しが 1 セットのため、

代替案に比較して長くなる。） 

代替案 2 ： 鋼製角落し 2セットを使用する。ゲート改修は１年目乾期に 1門、2年目

乾期に 4門を改修する。 
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代替案 3-1 ： 全川仮締切堤を 1年目乾期に建設し、5門同時に改修する。 

代替案 3-2 ：  全川仮締切堤を 1年目及び 2年目乾期に 2度建設し、3門と 2門に分けて

改修する。 

代替案 3-3 ： 全川仮締切堤を 2年目乾期に建設し、5門同時に改修する 

 

5 つの代替案 1, 2, 3-1, 3-2, 3-3 を、付図 3.2.5 から付図 3.2.9 に示す。これら 5案の比

較結果は、付表 3.2.4 に詳述した。比較の要点を次ページの表に示す。 

 

代替案の比較検討の結果、ゲートの改修期間が 4ケ月 10 日取れる代替案 3-1, 3-2, 3-3 が、

適である。さらにこれら 3案から、灌漑停止期間が 小(20 日間)であり、仮設余水吐を含め

た仮締切工事費が 小である代替案 3-3を採用した。この案では、工事着工が遅れた場合でも、

準備工開始期限に対し 4ケ月程度のゆとりがある。さらにこの案のメリットは、他の頭首工工

事も、河川水から開放されるため、工事が容易になることである。 

 

また代替案 3-3 は、用水停止期間が 20 日間（10 日 x 2 回）で、乾期水稲栽培への影響は

ない。ただ用水を生活用水や飲料水として利用している住民に対しては、水資源気象省が何ら

かの対策を講じる必要がある。2008 年 6 月 12 日のミニッツ（添付資料 4-2）に、この旨を記

した。対策としては、給水車の配備や、南北幹線水路内に堤防を建設し、用水の川への逆流防

止と貯水池機能を持たせることなどが提案される。水資源気象省では、この対策については、

住民移転委員会（IRC）に委ねると説明している。 

 

代替案 3-3 のデメリットは、5 門同時に改修を行うために、新しい軸及び軸受けを日本か

ら全 40 組 1.2 トン(=30kg x 40 組)を、第三国へ空輸する必要があることである。しかし空輸

料金が 100 万円程度であるため、この空輸コストは代替案 1と代替案 3-3 の仮締切工事費の差

額内（630 万円）に入るため、代替案 3-3 の経済的優位性は変わらない。一方 5 門同時に改修

することから、ゲートメーカーは、経験、技能及び業務管理能力を有する技術者及び技能者の

複数パーティーを、短期間に派遣することが必要なり、要員を確保する必要がある。 

 

以上の結果を踏まえ、代替案 3-3 のさらなる期間短縮及びコスト低減の可能性を、下記のとお

り検討した。 

1) 代替案 3-3（付図 3.2.9）では、他の代替案と同じ条件での比較のため、 初の入札で業

者選定がなされ、ただちに工事を着工することを計画している。しかし、1 年目の乾期

に予定している護岸工、護床工、雑工を、2 年目乾期で実施し、さらなる工事期間の短

縮を検討した。 

2) ただし、工期短縮を検討する場合は、ゲート及び関連機器の設計、設計図面承認、材料

手配・製作、輸送の期間のうち、アンドンスラ取水工のラジアルゲートが、クリティカ

ルパスになる。各ゲート及び関連機器の設計開始から現地到着までの日数は、下記のと

おりである。 

 

- 頭首工ゲートの開閉装置、制御盤など：7 ケ月 20 日  

- 右岸放流工ゲート：10 ケ月 

-  アンドンスラ取水工ゲート：12 ケ月  
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表 3-2  代替案比較表 

項目 代替案 1 代替案 2 代替案 3-1 代替案 3-2 代替案 3-3 

仮締切工 鋼製角落し 

１セット 

鋼製角落し 

2 セット 

仮締切堤 

(１回) 

仮締切堤 

(2 回) 

仮締切堤 

(１回) 

右岸放流工取入れ口工事のための灌漑用水停止期間

2ケ月は必要である。 

右岸放流工取入れ口工事のため

の用水停止期間 2ケ月は不要。 

頭首工土木工事は、河川の乾期流量を回避しつつ行

う。低い仮締切堤や水回しが必要。 

頭首工土木工事は、河川水が無い

状態で実施できる。河川水に煩わ

されない。 

仮締切工の

特徴 

仮設余水吐が不要。 仮設余水吐が必要。 

ゲート改修の

順番 * 

No.3→No2→

No.1,5→No.4 

No.3→No2,4 → 

No.1,5 

5 門同時 No.1,3,5→

No.2,4 

5 門同時 

1)現場 

→第三国 

初の１門分の既存ローラー、軸

受け 8組：1.8 トン 
初の既存ローラー、軸受け 1組：225 kg 

2)日本 

→第三国 

初の１門分の新軸＋新軸受 

計 8組: 240 kg 

 

5 門分の新軸 

＋新軸受け: 

計 40 組 1.2 トン

初の 3門分の 

新軸＋新軸受け: 

計 24 組、720 kg

5 門分の新軸 

＋新軸受け: 

計 40 組 1.2 トン

 

空

輸

部

品

及

び

重

量 

3)第三国 

→現場 

初の１門分の既存ローラー、新

軸、新軸受け： 

計 8組：2トン 

なし 

工事着工遅れ

への対処 
対処が難しい。 対処可能。 

通関待ちリス

クに対する余

裕 

余裕は極めて少ない。通関回数が

多く、代替案 3-1, 3-2, 3-3 に比

して、通関待ちリスクを受ける可

能性が高い。 

10 日から 15 日程度の余裕がある。通関回数が少な

く、通関待ちリスクを受ける可能性が代替案 1 や 2

に比して低い。 

ゲート改修工期 21 ケ月 20 日 19 ケ月 20 日 20 ケ月 20 日 21 ケ月 21 ケ月 20 日 

灌漑停止期間 2 ケ月 20 日 2 ケ月 20 日 2 ケ月 20 日 40 日 20 日 

仮締切工費 ** 

直接工事費 
48.8 百万円  75.1 百万円 42.5 百万円 85.0 百万円 42.5 百万円 

低コスト 同時に2門改修
できる。 

・リスクに対しある程度の対応が可能。 

・現場⇔第三国の空輸量が 小。 

メリット 

・日本からの空輸量は少ない。 

・仮設余水吐が不要。 

・5門を 4期または3期で改修のた

め、メーカーはグループの要員確保

が容易。 

･ 低コスト ･用水停止期間

は短い 

・3門と2門に分

けて改修のため、

メーカーは要員確

保が比較的容易。 

･用水停止期間

が 短かつ 低

コスト。 

 

・リスクに対して対応が難しい。

・現場⇔第三国の空輸量が 大。

・日本からの空輸量が大きい。 

・仮設余水吐が必要。 

デメリット 

・用水停止期間

が 長。 

・仮締切工設置が

2 回必要。 

・用水停止期間

長かつ高コスト。

・5 門同時改修の

ため、メーカーは

複数グループの

要員確保が必要。

･仮締切堤設置

が 2回必要 

 

･5 門同時改修の

ため、メーカーは

複数グループの

要員確保が必要。

△ △ ○ ○ ◎ 

リスクに対して脆弱である。 リスクに対しある程度の対応が可能。 
評価 

 

用水停止期間
が 長しかし
低コスト。 

 

用水停止期間
が 長かつ高
コスト。 

 

用水停止期間
が 長しかし
低コスト。 

 

用水停止期間
は短いが、高コ
スト。 

 

用水停止期間
が 短かつ
低コスト。  

*：ゲート番号は右岸側から順に No.1、No.2, No.3, No.4 と呼称し、左岸側で No.5 となる。 
**：北導水路に設置される仮設余水吐工事費含む。 
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以上の工期短縮及びクリティカルパス検討結果に基づいて、代替案 3-3 から付図 3.2.10 事

業実施工程を作成した。これにより、2009 年 9 月 1 日工事着工予定日を、2010 年 2 月 1 日に遅

らせることで、5ケ月の工期短縮が可能となり、同時にコスト削減も可能にしている。この代替

案に優る期間短縮及びコスト削減方法は、見当たらなかった。 

 

3.2.2.2 頭首工改修計画 

(1)  ゲート改修 

① 設計方針 

既存ローラーゲートのローラー軸と軸受けの交換を行う。ローラーやゲート扉体は、ほとんど

損傷（腐食や変形など）が見られないため、錆落とし及び再塗装を行い、再利用する。その他、

開閉装置（機側操作盤含む）は、建設後 33 年を経過し老朽化しているため、新しいものと交換

する。 

②  施設形状 

頭首工ゲートの敷高 EL 29.00m 及び天端高 EL 35.7 m など既存施設の諸元及び形状は、変更

しない。ただし、各電動開閉装置脇に設置する機側制御盤は、新しい製品と交換する。さらに既

存管理棟内に、遠隔操作盤（屋内自立型主配電盤・分電盤を含む）を新設する。 

③  施設規模 

1) 40 組のローラー軸及び軸受けの交換 

2) 扉体の錆び落とし及び塗装全５門 

3) 扉体水密ゴムの交換全５門 

4) 開閉装置（ワイヤーロープウィンチ式、１モーター2ドラム、機側操作盤含む、全 5門）

の交換 

5) 遠隔操作盤の設置（屋内自立型、機側操作盤との結線含む） 

6) 避雷針の設置（設置ネットワーク一式含む） 

7) スペアーパーツ（水密ゴム 1門分、操作盤用電磁開閉器 40 個） 

 

(2)  下流護岸工改修 

①  設計方針 

現状復帰を原則とするので、既存護岸工と同タイプの岩石片積（粒径 30cm～50cm）の護岸工

として、不足する現在の護岸工の長さや形状を改修する。 

②  施設形状 

既存エプロン下流端から両岸約 30 m 区間は、流水方向に配置し、その下流側を 45 度に開い

て両岸に取付ける。 

③  施設規模 

1) 根固め工： 無筋コンクリート, 幅 2 m x 全高 2 m x 延長(右岸約 110 m, 左岸約 90 m),

天端標高 EL.28.0 m，下面に吸出し防止マット(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ)を敷設 

2) 石積護岸： 既存護岸の岩石片及び岩掘削の岩石片（粒径 30cm～50cm）を流用、 

（低水敷部） 天端幅 5 m x 前面直高 6 m x 厚さ 1.5 m, (法面勾配 1:1.5, 小段幅 1.5 
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m)、延長(右岸 89.3 m，左岸 78.0 m), 天端標高 EL.34.0 m，下面に吸出

し防止マット(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ)を敷設 

3) 背面保護：  標高 EL.33.7 m まで掘削土(砂質土・礫質土）を流用して盛土を行い、 

（高水敷部） 天端標高 EL.34.0 m で石張護岸工 (厚さ 0.3 m、粒径 30cm～50cm)を設

置する。また標高 EL.34.0 m より高い部分の現況法面は、標高 EL.36.5 m

まで石張護岸工 (厚さ 0.3 m、粒径 30cm～50cm)を設置する。 

 

(3)  下流護床工建設 

①  設計方針 

洪水時（ゲート開放）のゲート下流部の流れは潜り越流となり、河床洗掘への影響が小さ

い,さらに建設から 33 年経過しているにもかかわらず、下流河川の河床低下がほとんど認めら

れない。これらのことから、局所洗掘部の河床の補強を目的として、護床工を建設する。 

②  施設形状 

  既存エプロン直下流全幅には、床止め工（鉄筋コンクリート, 幅 72.5 m x 長さ 8 m）を設

置する。その下流右岸側の局所洗掘部（幅 40 m x 長さ 40 m）は砂礫で埋戻し、この上に吸出

し防止マット（ジオテキスタイルシート）を敷設した後、河床を練石張護床工（厚さ 0.5 m）で

補強し，さらにその下流及び側面 10 m 区間をフトン篭（厚さ 0.5 m）で現況河床に取付ける。

また、下流左岸側の岩盤突出部を取り除き、河床を標高 27.5 m から 28.0 m で均平化する。 

③ 施設規模 

1) 床止め工： 鉄筋コンクリート, 幅 72.5 m x 落差(上流 1.25 m,下流 1.0 m) x 延長

8 m, 天端標高 頭首工下流エプロン上流側：EL.28.0 m，同下流側：

EL.27.0 m 

2) 洗掘部埋戻： 砂礫，幅約 40 m x 長さ約 40 m，埋戻土の天端標高 EL.26.5 m 

3) 練石張護床工： 割栗石（粒径 30cm～50cm）と無筋コンクリートの石積み，幅 40 m x 厚

さ 0.5 m x 延長 42.0 m，天端標高 EL.27.0 m，下面に吸出し防止マッ

ト(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ)を敷設、10m 毎に目地を設置 

4) フトン篭工： 割栗石（粒径 30cm～50cm），鉄線フトン篭，全幅 80 m x 厚さ 0.5 m x 延

長 10 m，天端標高 EL.27.0 m から現況河床に取付け 

 

 (4)  右岸放流工建設 

① 設計方針 

頭首工の約 40km 下流に位置するカンダルスタン灌漑地区（無償資金協力により 2007 年 8

月に完成、受益面積約 1,950 ha）への放流量が 5m3/秒程度と小流量のため、既存頭首工ゲー

トで調整・放流すると、ゲート操作に伴い騒音や振動が発生し、ゲートの安全性を損なう。こ

のため、安定的に 5m3/秒程度の流量を調節・放流できる右岸放流工を新たに建設する。 

②  施設形状 

右岸放流工は、取入れ口部、暗渠部、吐出し口部に分けられる。放流用ゲートとして、常

時使用する流量調整用鋼製スライドゲート2門と保守用鋼製スライドゲート2門の計4門のゲ

ートを、右岸放流工取入れ口に設置する。ゲートサイズは、純径間 1.0 m x 有効高 1.0 m で、

４方水密ゴム方式、操作方式は手動とする。放流用ゲートは手動操作とするので、右岸放流工

の位置は、頭首工本体ゲートの操作室・管理棟のある右岸側に建設する。取入れ口は、過去５

年間の乾期の頭首工上流側水位の変動を加味した結果、上流エプロン部敷高 EL.29.0 m に対し

て敷高を 2.0 m 上げ、取入れ敷高を EL.31.0 m とし、土砂流入の防止・低減を図る。とともに、
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またスクリーンを設置して、流木等の狭雑物の流入防止を併せて図る。一方、吐出し口には、

放流水のエネルギーを減勢するために減勢工を設置するとともに、子供等の進入を防止する安

全施設として格子バーを設置する。 

必要放流量、水理特性、工事の迅速性・容易性等を考慮して、放流工本体暗渠構造は、内径

1.0 m の既成コンクリート管を 2連布設し、鉄筋コンクリートにて巻立てた構造とする。また、

暗渠内流水を円滑に流下させるために、暗渠屈曲部は内径の 10 倍以上の半径の円曲線を挿入

する。 

③ 施設規模（土木施設） 

1) 取入れ口： 鉄筋コンクリート、内空幅 4.6 m ～ 2.6 m x 内空高 2.3 m～4.0 m x 延長

7.5 m、アプローチ部敷高 EL.30.2 m(29.0 m) ～ 30.7 m、常時取入れ水位：

WL.35.6 m、 大水位：WL.36.0 m  

2) ゲート部： 鉄筋コンクリート、内空幅 1.0 m x 内空高 6.0 m x 延長 6.4 m x 2 連、取

入れ口敷高 EL.31.0 m、天端標高 EL.37.0 m 

3) 暗渠： 既成コンクリート管 内径 1.0 m x 2 連、鉄筋コンクリートにて巻立て、

全幅 3.4 m x 全高 1.8 m x 延長 83 m、流入口敷高 EL.31.0 m、流出口敷高 

EL.30.0 m 

4) 吐出し口： 鉄筋コンクリート、内空幅 4.0 m x  内空高 4.7 ～ 6.0 m x 延長 10.9 m、

吐出し口敷高 EL.29.3 m ～ 30.0 m、天端標高 EL34.0 m 

④ 施設規模（ゲート） 

1) 流量調整用 4 方水密鋼製スライドゲート x 2 門（純径間 1.0m x 有効高さ 1.0 m, 手

動操作）の製作・据付 

2) 保守用 4 方水密鋼製スライドゲート x 2 門（純径間 1.0m x 有効高さ 1.0 m、手動操

作）の製作・据付 

3) 開閉装置：手動ラック式または手動スピンドル式 

4) スペアーパーツ（水密ゴム 1門分） 

 

(5) 雑工事 

①  設計方針 

頭首工雑工事として、1)ローラー・軸・軸受けの取外し・取付け時に必要となる既存堰柱コ

ンクリートの穿孔・復旧工、2) 構造物調査で確認された頭首工既存堰柱のひび割れ修復工、

3) 水位標設置、4）避雷針設置を施工する。 

② 施設形状 

既存堰柱に及ぼす影響を 小限とするために、ローラー軸・軸受けの取外し・取付けに必要

な 小寸法で堰柱の穿孔を行うこととし、穿孔口径 40 cm とする。 また、既存堰柱のひび割

れ修復工は、ひび割れの程度に応じて、コンクリートはつり、コンクリートアンカーバー溶接、

コンクリートアンカー・プラグ打込み、エポキシ樹脂系接着剤の注入等を適宜組合わせて補修

する。水位標は、計 5本を設置する。4本は既存頭首工擁壁の上下流に 2本ずつ、残り 1本は、

右岸放流工取入れ口に設置する。また避雷針は５基のゲート機側操作盤の保護を目的とし、３

ヶ所設置する。 

③ 施設規模 

1) 堰柱穿孔・復旧工： 穿孔口径 40 cm x 長さ 50 cm、穿孔箇所は計 10 箇所（2箇所 x 5

門）、復旧工は、アンカーバー溶接、コンクリート埋戻し（無収縮
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材添加）。 

2) ひび割れ修復工： コンクリートはつり、コンクリートアンカーバー溶接、コンクリ

ートアンカー・プラグ打込み、エポキシ樹脂系接着剤の注入等を

適宜組合わせる。 

3) 水位標設置工： 頭首工両岸上下流の既存擁壁に 2 本ずつ、右岸放流工取入れ口に

1本の計 5本を設置する。 

4) 避雷針設置工： 頭首工開閉装置操作橋で３ヶ所、設置ネットワークを含む。 

 

3.2.2.3  アンドンスラ取水工改修計画 

(1)  ゲート改修 

①  設計方針 

取水工の設計方針は下記のとおりである。 

1) 設計の基本は、既存ラジアルゲートの機能を現状復帰させ、著しい漏水状況を改善す

る。 

2) 取水工の設計流量は、10.4 m3/秒であるため、既存の 4門を撤去し、中央部のゲート

2門(計約 9トン）を更新する。ただし、操作方式は、現在と同じく手動とする。 

3) ラジアルゲートの主軸(トラニオンピン)の位置は、元来水没してはならないのに、水

没する位置に設置されているため、水面より高い位置に来るように設置する。 

②  施設形状 

取水工ゲートの敷高 EL 32.00m は変更しない。ゲートの扉体半径 5.0 m, 設計水頭 4.0 m、

巻上げ高さ 3.0 m とする。 

③  施設規模 

1) 4 門の既存ゲートの撤去 

2) 取水ゲート2門の 4方水密鋼製ラジアルゲート2門（純径間4.0 m x 有効高さ 2.7 m、 

4.5 トン/門, 手動操作、開閉装置：揺動２連型手動ラック式または手動スピンドル

式）の製作及び据付、ゲートを設置しない両脇 2門分はコンクリートたて壁の設置 

3) スペアーパーツ（水密ゴム 1門分） 

 

(2)  取水工（土木施設）の改修 

① 設計方針 

取水工の設計方針は、下記のとおりである。 

1) 取水工ゲートの機能回復のため、取水工（土木施設）を改修する。 

2) 既存４門のゲートとゲート上流側の遮水たて壁を完全に撤去した後、既存の側壁・隔

壁及び底版を上流側に増設する。既存の管理橋は改修の必要がなく、現状のままで利

用する。 

3) ゲートの据付けは中央 2径間部分のため、両サイドの部分はコンクリートたて壁にて

閉塞する。 

4) ゲート下流側エプロン直下流右岸側で、規模は小さいものの幅約 9 m、長さ約 5 m、

大洗掘深 0.7 m の局所洗掘が認められるので、練石護床工及びフトン籠で河床の現

状復帰を図る。 
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② 施設形状 

ゲート据付寸法を考慮し、コンクリート壁・底版増設部分の延長は 5.0 m とする。コンク

リートたて壁は、コンクリートトランジションとフトン篭にて既存水路両岸法面に取付ける。

ゲート下流側エプロン直下流右岸側に復旧工として、エプロン下流端から 12.8 m 区間を練石

張護床工（厚さ 0.5 m、粒径 30 cm ～50 cm）で補強し，さらにその下流 10 m 区間をフトン篭

（厚さ 0.5 m、粒径 30 cm ～50 cm）で現況水路底に取付ける。ゲート敷高は現況と同じ EL.32.0 

m とする。 

③ 施設規模 

1) 壁・底版増設： 鉄筋コンクリート、内空幅 4.0 m x 内空高 5.2 m x 延長

5.0 m x 4 連、ゲート敷高 EL.32.0 m、天端標高 EL.37.2 m 

2) 管理用床版・開閉装置架台：鉄筋コンクリート、幅 2.0 m x 純径間 4.0 m x 4 連、天端

標高 EL.37.5 m、開閉装置架台（幅 2.0 m x 純径間 4.0 m 

上面鋼板付 x 2 連） 

3) ｹﾞｰﾄ上流遮水たて壁： 鉄筋コンクリート、純径間 4.0 m x 高さ 2.5 m x 2 連、た

て壁天端標高 EL.37.2 m、たて壁下端標高 EL.34.7 m、閉

塞用たて壁（幅 2.0 m x 純径間 4.0 m x 高さ 5.2 m x 2

連）、たて壁天端標高 EL.37.2 m、下端標高 EL.32.0m 

4) トランジション工： 鉄筋コンクリート、内空幅 18.6 m ～ 43.0 m x 内空高 5.2 

m x 延長 5.0 m、天端標高 EL.37.2 m 

5) 下流護床工： 練石張護床工（割栗石：粒径 30cm～50cm），底面 23 m 及び

法面(6 m x 両岸) x 厚さ 0.5 m x 延長 12.8 m，水路底標

高 EL.32.0 m、下面及び法面に吸出し防止マット(ｼﾞｵﾃｷｽﾀ

ｲﾙｼｰﾄ)を敷設 

6) 下流フトン篭工： 割栗石（粒径 30cm～50cm），鉄線フトン篭，底面 23 m 及

び 法面(6 m×両岸) x 厚さ 0.5 m x 延長 10.0 m，水路底

標高 EL.32.0 m から現況水路底に取付け、下面及び法面に

吸出し防止マット(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ)を敷設 

7) 上流フトン篭工： 割栗石（粒径 30cm～50cm），鉄線フトン篭，底面 23 m 及び

法面(11.2 m x 両岸) x 厚さ 0.5 m x 延長 5.0 m，水路底

標高 EL.32.0 m から現況水路底に取付け、下面及び法面に

吸出し防止マット(ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ)を敷設 
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3.2.3 基本設計図 

上記にて計画した改修・新設構造物の基本設計図リストは以下のとおりで、図面はリストに引

き続き示す。 

 

表 3-3  図面リスト 

番号 図面番号 図面名称

一般図

1 1 - 1 計画対象位置図

ローレンチェリー頭首工

2 2  - 1 全体平面図

3 2  - 2 護床工・護岸工・右岸放流工平面図

4 2  - 3 護床工・護岸工・右岸放流工詳細平面図

5 2  - 4 護床工・護岸工

6 2  - 5 右岸放流工構造図 (1/4)

7 2  - 6 右岸放流工構造図 (2/4)

8 2  - 7 右岸放流工構造図 (3/4)

9 2  - 8 右岸放流工構造図 (4/4)

10 2  - 9 雑工 (1/3)

11 2  - 10 雑工 (2/3)

12 2  - 11 雑工 (3/3)

13 2  - 12 頭首工ゲート正面図・横断面図

14 2  - 13 頭首工ゲートローラー図

15 2  - 14 電気系統図

16 2  - 15 右岸放流工ゲート図

17 2  - 16 仮締切堤及び河川進入路

18 2  - 17 仮設余水吐 (1/2)

19 2  - 18 仮設余水吐 (2/2)

20 2  - 19 右岸放流工工事用仮設道路 (1/2)

21 2  - 20 右岸放流工工事用仮設道路 (2/2)

アンドンスラ取水工

22 3  - 1 全体平面図

23 3  - 2 取水工詳細平面図 

24 3  - 3 取水工構造図 (1/3)

25 3  - 4 取水工構造図 (2/3)

26 3  - 5 取水工構造図 (3/3)

27 3  - 6 取水工ゲート図

28 3  - 7 仮締切堤・仮回し水路 (1/2)

29 3  - 8 仮締切堤・仮回し水路 (2/2)  
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3.2.4 施工計画 

(1)  施工方針/調達方針 

我が国の無償資金協力事業として実施することを前提として、下記の方針により本事業

を実施する。 

① 「カ」国の主管官庁は水資源気象省で、実施機関は国家プロジェクト管理室である。 

② 日本政府と「カ」国政府との間で、詳細設計実施に係わる交換公文（E/N）が取り

交わされた段階で、水資源気象省は事業実施の準備を開始し、事業実施に係わる業

務を進める。一方、日本のコンサルタントは水資源気象省と詳細設計契約を行い、

詳細設計と入札図書の作成を行う。 

③ 「カ」国政府は、詳細設計と並行して仮設工事用の用地収用を開始する。同時に「カ」

国政府は、用水停止期間の用水を生活用水に利用している住民への対応策を住民移

転委員会（IRC）に諮り、できるだけ早い段階で結論を得る。 

④ 日本政府と「カ」国政府との間で、本体工事に係わる交換公文（E/N）が取り交わ

された段階で、本工事の入札手続作業を開始する。 

⑤ 日本の建設業者と水資源気象省が本工事の契約を取り交わして工事を行い、コンサ

ルタントが施工監理を行う。 

⑥ 工事完了に伴い、改善された既存灌漑施設の維持管理責任は、コンポンスプー州水

資源気象省事務所に移管され、実際の維持管理は、既に同事務所が所有管理してい

る頭首工及び取水工維持管理事務所が実施する。 

 

建設工事は、日本の建設業者が資・機材を自ら準備し、複数の現地建設業者から労務の提

供を受け、日本人職員の監督・指揮のもと工事を進める体制を取ることとする。ただし頭首工

ゲートの改修工事は、日本のゲートメーカーが実施する。ローラーゲートのローラー軸と軸受

けの交換に当っては、軸と軸受けは日本の専業メーカーから調達し、ゲートメーカーが用意す

る第三国の整備工場を使用して、既存ローラーの整備、新軸受けの既存ローラーへの嵌め込み、

新軸の一次調整などを実施する。元請業者は建設業者であるため、これらゲート改修工事の

終責任は、元請業者が負うものとする。アンドンスラ取水工のラジアルゲート及び右岸放流工

のスライドゲートは、元請業者の責任で、第三国ゲートメーカーから調達することとする。 

 

工事を遂行するに当り必要な建設業者の日本人施工監理要員は、下記の事項を検討して決め

る。 

① 工事は土木工事と機械・電気設備工事という異種工事がある。 

② 機械・電気工事は、コンサルタント/施主の承認を得るため、製作図、購入する製

品の仕様書/機械・電気工事のスケジュールなどを作成・提出しなければならない。 

③ 土木工事も機械・電気設備工事も品質管理を必要とする。 

④ 建設業者は、工事数量、工期、現場事情（雨期乾期の別）を考慮しながら工事を実

施する。 

 

以上の検討より、ゲートメーカーを含む建設業者の日本人技術者は、以下のとおりとする。 
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① 所長 

② 主任技術者（頭首工及び取水工改修：1名） 

③ 施工管理者（ゲート設備: 1 名） 

④ 施工管理者（電気設備: 1 名） 

 

 (2) 施工上の留意事項 

① 工事に伴う環境影響 

工事中の環境影響としては、1）騒音の影響、2）粉塵の影響、3）重機作業による振動

の影響、4）交通事故の増加、5) 廃棄物の発生、6) 衛生状況の悪化、7) 錆び落とし工事、

コンクリート工事の残滓及び建設残土による河川水質の悪化などが挙げられる。本工事の

対象地区で騒音、振動の影響が重大な影響を与える既存施設は無いが、夜間における地区

周辺住民への配慮は必要である。このことから、夜間工事の禁止を原則とする。トラック、

重機の通行による粉塵対策として、使用道路への散水を励行する。交通事故防止に関して

は、運転手の安全教育、交通整理員の配置、定例安全会議の開催を行う。コンクリートや

残土などの廃棄物は、承認された安全な場所以外の廃棄を禁止する。衛生状況の悪化に対

しては、工事事務所での診療所設置、健康管理の義務化を行う。河川水質の悪化について

は、工事中に発生するコンクリート残滓や建設残土などの河川への廃棄禁止、さらに水質

試験の義務化によりモニタリングを行い水質悪化を防ぐ。 

② 用水停止 

頭首工ゲート改修のための用水停止は、2010 年 12 月 1 日から 12 月 10 日の 10 日間と

2011 年 4 月 21 日から 4 月 30 日の 10 日間の計 20 日間が必要である。用水停止に伴う営

農活動への影響はないが、水路の水を生活用水や飲料水に利用している住民には、影響が

でる。このため、水資源気象省は、住民移転委員会（IRC）に諮問し、IRC の結論に従う

としている。水資源気象省では、ステークホールダーズミーティングを開催し、関係住民

の協力を得る必要があると同時に、用水停止に間に合うように、何らかの対策を取ること

が強く望まれている。 

 

(3)  施工区分 

①  日本側負担工事 

1)  実施設計および入札図書の作成 

2)  基本計画で示した施設の建設 

②  「カ」国側負担事項 

1) 本施設建設に必要な用地の確保 

2) 用水停止の実施及び用水停止に伴う補償対策 

3) 改修ゲートの開閉試験及びソフトコンポーネント実施に伴うゲート操作の実地指導

における頭首工ゲートの開閉許可（2008 年 6 月 12 日ミニッツにて合意済み、添付

資料 4-2 参照） 

4) ステークホールダーズミーティングを実施し、住民に対する工事内容の説明及び協

力要請 

5) 調達資機材に科せられる関税、内国税、その他の課徴金分の予算措置と支払い 

6) 計画実施に必要な関係機関との調整、必要な許認可の供与 

7) 頭首工、取水工及び幹線水路の運営・維持管理業務 
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8) 支線水路、3次水路及び末端水路の運営・維持管理を行う水利組合の支援 

9) サイト周辺の安全状況の確認 

10) カウンターパートの配置 

 

(4)  施工監理計画/調達監理計画 

① 詳細設計および入札図書作成 

詳細設計実施の E/N 締結後、直ちに「カ」国水資源気象省と日本のコンサルタントは詳

細設計契約を結び、詳細設計を行う。詳細設計に係わる作業は以下のとおりである。 

1) 詳細設計 

- 現場調査に基づく詳細設計 

- 詳細設計に基づく事業費の算定 

2) 入札関連書類の作成 

- 入札用設計図の作成 

- 建設工事の入札関連書類の作成・承認 

② 入札業務および施工監理 

建設工事実施の E/N 締結後、「カ」国水資源気象省は日本のコンサルタントと施工監理

業務契約を結び、入札業務に着手する。日本のコンサルタントは水資源気象省との協議を

もとに、建設業者選定を行う。業者選定後、コンサルタントは施工監理業務を開始する。

施工監理業務の概要は、以下のとおりである。 

1) 施工図等の審査、承認 

建設業者の提出する施工図, ゲートメーカーの提出するゲート製作図、製品仕様書、

計算書、工事計画書、工事許可願い、材料見本、機械仕様等の審査及び承認。 

2) 工事の指導 

施工計画及び工程・品質管理の検討・指導、工事進捗状況の把握/検討/指導、施工

途中での必要な検査の実施。 

3) 支払承認 

工事支払証明書及び工事完成後の完成証明書の発行に必要な出来高の確認。 

 

(5)  品質管理計画 

本工事では、現場仮設ヤード内に試験室を設け、品質管理のため日常的にスランプ試験、コ

ンクリート圧縮強度試験及び土質試験（盛土・埋戻土）等を実施する計画である。盛土･埋戻土

については、現場密度試験（砂置換法）を中心に行う。 

コンクリートの骨材試験、示方配合試験等に関しても、現場またはプノンペンにて行う計

画とする。試験項目と回数は下記を想定している。 
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表 3-4  試験項目 

種別 試験項目 試験回数 

示方配合試験 1 回 

粗骨材すりへり試験 1 回 

砂の有機不純物試験 1 回 

骨材の安定試験 1 回 

アルカリシリカ反応試験 1 回 

コンクリート試験

水質試験（pH、濁度） 1 回 

 

 (6) 資機材調達計画 

資機材の調達区分は次ページに示すとおりである。 

プノンペン市内からの資材調達については国道 4号線より搬入する。 第三国からの輸送ル

ートは、以下を想定する。日本からの資材の搬入は、横浜港からシハヌークヴィル港まで海上

輸送とし、現地までを内陸輸送する計画とする。但し、施工期間に対し納期が限定されている

ローラー軸・軸受けについては、日本（成田空港）より第三国整備工場の 寄主要空港間を空

輸し、適宜、陸上輸送により現地に搬入する計画とする。 

 

表 3-5  一般的な現場までの搬入ルート 

主要経路 輸送経路：国境からの輸送距離 備考 

シハヌークヴィル港 

（海上輸送） 

シハヌークヴィル港－現地(国道 4 号線):170km の陸上
輸送 

道路状況は良好

タイ国境－現地 

（陸上輸送） 

国道 5 号線、4 号線。国境より現地までの輸送距離は、
約 470km（国道 5号線区間 410km、4 号線区間 60km） 

道路状況は良好

ベトナム国境－現地 

（陸上輸送） 

国道 1 号線、4 号線。国境より現地までの輸送距離は約
220km（国道 1号線区間 160km、4 号線区間 60km） 

1 号線は一部区
間工事中(2007
年 12 月現在) 

プノンペン空港－現地 

（空輸） 

プノンペン空港より入荷。4 号線より現地までの輸送距
離は約 50km（国道 4号線区間 50km） 

道路状況は良好
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表 3-6  建設用資材・機械調達先 

現　地 日　本 第三国

セメント ○
骨材 ○
切込採石 ○
割栗石 ○
盛土材 ○
砂（サンドバッグ用） ○
木材 ○
鉄筋 ○
鋼材 ○
止水板 ○
コンクリートパイプ ○
塩ビ管 ○
野芝 ○
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ○
目地材 ○
ふとん篭 ○
鋼矢板 ○
塗料 ○
燃料（ガソリンなど） ○
開閉装置 ○
ローラー軸・軸受け ○
水密ゴム ○
右岸放流工ｹﾞｰﾄ ○ タイ, ベトナム
取水工ゲート ○ タイ, ベトナム

ブルドーザー ○
バックホウ ○
トラクターショベル ○
モーターグレーダー ○
ダンプトラック ○
トレーラー ○
トラッククレーン ○
コンクリートポンプ車 ○
コンクリートブレーカー ○
振動ローラー ○
タイヤローラー ○
バッチャープラント ○
アジテータートラック ○
コンクリートポンプ車 ○

コンクリートブレーカー ○
穿孔機 ○
水中ポンプ ○
発電機 ○

［資　材］

備　　考
原　産　国

資　機　材　名

［建設機械］
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(7) ソフトコンポーネント計画 

工事の 終段階で、本プロジェクトの実施によって発揮できる効果をより確実なものとする

ため、施設の維持管理支援を行うソフトコンポーネント計画を実施する。この計画の目標は、下

記のとおりである。 

① ローレンチェリー頭首工及びアンドンスラ取水工のゲート操作が円滑に行われる。 

② カンダルスタン灌漑地区への頭首工右岸放流工ゲートの操作が、円滑に行われる。 

③ 洪水時にローレンチェリー頭首工のゲート操作を迅速かつ適切に行うとともに、下流域の

位置するカンダルスタン頭首工、ツクツラ調整水門などとの円滑な連携操作を行い、情報

伝達ネットワークを構築する。頭首工下流域に存在するゲート施設は、付図 3.2.11 に示

す。 

④ アンドンスラ取水工のゲート操作をローレンチェリー頭首工ゲートとの連動操作により、

洪水の北幹線水路への流入防止及び用水計画に基づいた流量調節が可能になる。 

⑤ 施設の維持管理、特にゲート及び関連電気設備に対するメインテナンスに対する理解が深

まる。 

 

以上の目標達成に必要なソフトコンポーネントの活動は、下記のとおりである。 

① 頭首工及びアンドンスラ取水工の維持管理規定の作成 

② 頭首工及びアンドンスラ取水工の用水管理規定の作成 

③ 頭首工及びアンドンスラ取水工のゲート操作マニュアルの作成 

④ 施設の維持管理セミナー及び実施指導を行う。 

⑤ 洪水期(７月から 8 月)におけるローレンチェリー頭首工ゲート操作を、頭首工下流域にあ

る複数の関連ゲート施設との連携操作を行う。 

 

このため、邦人コンサルタント施設の維持管理専門家（灌漑専門家）1名を、工事完工の 4ケ

月前に派遣する。派遣期間は 4ケ月である。対象は、コンポンスプー州水資源気象省職員のうち

頭首工及び取水工管理職員候補者、及びツクツラ調整水門やカンダルスタン頭首工ゲート管理職

員など計 10 名を考えている。この中には、現在の管理職員１名も含む。 

 

(8) 実施工程 

本協力対象事業は以下のような形態で実施される。 

① 詳細設計段階 

1) 詳細設計 3 ヶ月 

2) 入札図書作成・承認 1.83 ヶ月 

② 建設段階 

1) PQ、入札業務 3 ヶ月 

2) 本工事 19 ヶ月（I期：2ケ月、II 期：12 ケ月、III 期：5ケ月） 

③ ソフトコンポーネント 4 ヶ月 
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事業実施工程表を以下に示す。 

 

表 3-7  事業実施工程表 

段階
作業内容

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

閣議 ▼ ▼

E/N交換 ▼ ▼

詳細設計

入札図書作成

PQ、入札業務

建設工事

ソフトコン
ポーネント

施設の維持管理
支援

段階
作業内容

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

閣議

E/N交換

詳細設計

入札図書作成

PQ、入札業務

建設工事

ソフトコン
ポーネント

施設の維持管理
支援

     雨期 乾期

詳細設計

建設工事

事前準備

建設工事

詳細設計

事前準備

月数

月数

 

 

3.3 相手国側分担事業の概要 

3.3.1 相手国側分担事業項目 

本無償資金協力事業の実施に際し、「カ」国事業実施機関である水資源気象省が、以下の事

項の実施を分担することが必要である。 

① 計画実施に必要な資料、情報の提供 

② 現場事務所、倉庫・資機材置場、掘削土などの仮置場、仮設余水吐、仮排水路、仮回し

水路、仮設工事用道路など建設に必要な用地の提供 

③ 用水停止による補償（特に、用水を生活用水に利用している住民に対する対策は、住民

移転委員会に諮り、関係住民から不満が出ることのない結論を得ること。） 

④ 改修ゲートの開閉試験及びソフトコンポーネント実施に伴うゲート操作の実地指導に

おける頭首工ゲートの開閉許可 

⑤ ステークホールダーズミーティングによる地元住民への事業及び工事の説明と工事に

対する協力要請 

⑥ 水資源気象省の本事業の実施に対する予算措置及び人員（カウンターパート含む）を含

めた実施体制の確立 

⑦ 日本国内の銀行での口座の開設および開設費、所要手数料の支払い 
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⑧ 認証された契約により調達される資機材に課せられる諸関税の免除及び通関に必要な

手続きの遂行 

⑨ 認証された契約に基づいて調達される日本国民に課せられる諸関税、内国税及びその他

の財政課徴金の免除 

⑩ 認証された契約に基づいて供与される役務について、その作業遂行のために入国及び滞

在に係る便宜供与 

⑪ 計画事業実施に必要な許可、認許、権限等の供与 

⑫ 無償資金協力の制度の下で建設された施設の維持管理予算措置、適切な要員配置及び効

果的な維持管理の実施 

⑬ 計画事業実施中に第三者及び非関連住民から寄せられた種々の問題に対する速やかな

対応 

⑭ 計画事業に携わる日本国民に対して、紛争、暴動、騒乱、反乱、地雷などからの安全性

確保 

 

3.3.2 相手国側分担事業項目の実施可能性、妥当性 

(1)  無償事業に必要な各種事務手続き等 

実施機関である水資源気象省は、本邦無償資金協力事業で実施されたカンダール州メコン河

沿岸灌漑施設改善計画(1998～2000 年度)、カンダルスタン灌漑施設改修計画(2004～2007 年度)

の実施・運営経験を有しており、無償事業に必要な各種事務手続きについては経験があり、対応

可能であると判断される。さらに事業実施に伴う用水停止による補償、用地収用、工事に対する

地元住民とのステークホールダーズミーティングの開催、地元住民への協力要請・説明、改修さ

れた施設の維持管理を、水資源気象省が行うことは、水資源気象省と 2007 年 11 月 21 日に合意

されている。（添付資料 4-1 参照） 

 

(2) 用地収用 

本事業は改修工事のため、新たに施設用地を取得する必要はない。用地収用は、工事期間中

に必要な建設業者及びコンサルタントの事務所用地、工事のため資材及び建機の仮置場、工事用

道路、仮設余水吐、仮排水路、仮回し水路などの仮設用地が対象で、借地の収用である。工事終

了後は、借地は地権者へ返還される。対象用地はすべて水田で、「カ」国の用地収用実施細則に

よれば、借地期間の水稲収穫量相当分を市場価格に基づいて算定する補償金が支払われる。さら

に水資源気象省は、過去に２件の我が国の無償資金協力事業を経験しているため、用地収用には

大きな問題はなく、対応可能であると判断される。水資源気象省では、詳細設計 E/N 署名後に開

始される詳細設計での借地対象地の確定（現地での境界線確定）が実施された後に、住民移転委

員会へ諮問する予定である。このため、水資源気象省は地権者の合意は取り付けていない。 

 

(3) 用水停止及び補償対策 

本事業のローレンチェリー頭首工ゲート改修及びアンドンスラ取水工改修に伴い、水資源気

象省は2010年12月1日から12月10日と2011年4月21日から4月30日の計20日間にわたり、

用水停止を行う必要がある。用水停止期間が乾期の開始期間と終了期間に当ることから、営農活

動には支障をきたさない。ただ用水を生活用水に利用する住民への対策が必要である旨、調査団

は水資源気象省に強く要請し、2008 年 6 月 12 日のミニッツ（添付資料 4-2）に記載した。水資

源気象省では、用水停止は問題ないが、生活用水利用者への対策は住民移転委員会（IRC）に諮

り、委員会の結論に従うとしている。ただし IRC に対しては、プロジェクト概要、用水停止の目

的･期間、予想される影響、対策、コストなどを記載した報告書を提出する必要があるため、水
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資源気象省では、IRC への諮問前に、なんらかの対策案を決定しなければならない。この点につ

いて、水資源気象省では 7月総選挙準備などで多忙であること、E/N 署名がまだであることを理

由に、水資源気象省の対策案は明示しなかった。IRC の補償方針は、代替水源の確保または適切

な金銭補償である。水資源気象省の対策案は、総選挙後に実施される詳細設計段階で検討し、報

告書を作成・提出し、IRC へ諮問する予定である。また水資源気象省では、IRC 諮問前には、ス

テークホールダーズミーティングを開催し、用水停止とその目的、用水停止期間、対策などを関

係住民に事前通知・説明をするとしている。この補償対策は、前述の用水停止の 20 日間にわた

り実施される。IRC の補償方針は、「JICA 環境社会配慮ガイドライン 2004 年 4 月」上、問題ない

と判断される。水資源気象省の対策案と IRC への諮問には、今後とも留意する必要がある。 

 

(4) 頭首工ゲート開閉許可 

水資源気象省には、工事に必要な用水停止のための頭首工ゲート開門以外に、頭首工ゲート

の開閉許可をもらう必要がある。ゲート改修工事終了後に実施するゲート総合試験とソフトコ

ンポーネントに含まれているゲート操作の実地指導を行うためである。ゲート総合試験は、据

付けられたゲート、結線された発電機（既設）及びその電気系統、開閉装置、開度計の妥当性

などを試験するもので、2011 年 5 月に連続３日間を予定している。ゲート操作の実地指導は、

2011 年 7 月から 8 月に間断的に３日間を予定している。ゲート開閉を実施する際には、必ず灌

漑水路の水位が低下し、灌漑用水供給には影響がでる。しかし、前述(3)の用水停止と大きく異

なり、ゲート開閉は１門ずつであること、ゲート開閉は午前８時から午後４時ごろまでである

こと、ゲート１門の開門が終了するとただちに閉門過程に入ること、さらに雨期で河川水量が

多いことから、低下した水位の回復は比較的早く、灌漑への影響を 小限に留めることができ

る。水路の水を生活用水として利用している住民に対しては、水位は下がるが生活用水に必要

な分量には影響がない。代替水源は不要である。ただ、雨期開始の５月には、河川流量が十分

でない場合も想定されるため、心配する農家は、雨期作の作付け開始を 2-3 週間程度遅らせる

ことで、営農活動への影響を限りなく小さくできる。従って、遅くとも雨期作開始前 2011 年 4

月には、水資源気象省はステークホールダーズミーティングを開催し、関係者にゲート開閉の

目的、開閉スケジュール、影響などを事前説明し、承諾を得る必要がある。また建設業者やコ

ンサルタントは、ゲート総合試験が遅れることがないように、さらに可能ならば予定より早い

時期に実施できるようゲート改修工事の工程管理を行うことが望まれる。水資源気象省では、

このゲート開閉を実施する雨期作の開始前、つまり乾期終了時期に、ステークホールダーズミ

ーティングを開催し、関係住民に事前説明し、承諾を得るとしている。水資源気象省では、ス

テークホールダーズミーティングの実施は 2007 年 11 月 21 日に、この頭首工ゲート開閉の必要

性を理解し、許可することは 2008 年 6 月 12 日に合意している（添付資料 4-1 及び 4-2 参照）。 

 

(5) 施設の維持管理支援 

ローレンチェリー頭首工及び取水工の維持管理は、頭首工右岸に位置する管理事務所職員１

名がコンポンスプー州 PDOWRAM 事務所長の監督下で実施されている。1974 年の完成後、内戦の

一時期を除き、現在の職員１名が 33 年に渡り操作を実施してきた。この職員は、長期にわたる

ゲート操作をとおして得た経験と知識が集積されていると見受けられる。ただ 69 歳という高齢

のため、水資源気象省は、管理事務所職員の後継者育成を、早急に実施すべきである。工事監理

の 終段階で実施するソフトコンポーネントにより、コンサルタントがゲートを含めた改修・新

設施設の維持管理規定、用水管理規定及びゲート操作マニュアルを作成し、現在の管理職員、コ

ンポンスプー州 PDOWRAM 職員、プレクトノット川下流域のゲート施設管理職員などを対象に、ゲ

ートの連携操作の実地指導を行う。 
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3.4 プロジェクトの運営･維持管理計画 

  

無償資金協力事業により改修・新設された施設の運営・維持管理は、既存のコンポンスプー州

水資源気象省事務所と頭首工・取水工管理事務所が実施する。施設の運営・維持管理は、技術的

にも財務的にも従来どおり実施される。要員はそれなりに配属されている。ただ過去の運営・維

持管理実績を振り返ると、頭首工ゲート操作に偏りすぎた傾向があるため、事業効果を維持する

ためには、下記の維持管理強化が必要である。 

① 施設の定期点検の必要性とその手順を理解し実行する。 

② 頭首工及び取水工のゲート操作は、定量的な用水管理規定に基づいて行う。 

③ 頭首工右岸に建設される右岸放流工ゲートの操作は、下流のカンダルスタン灌漑地区頭

首工管理事務所との情報伝達ネットワーク(固定電話や携帯電話等による)を構築した

うえで、操作を行う。 

④ 洪水に対する頭首工のゲート操作は、下流域にある関連ゲート施設との情報伝達ネット

ワーク(固定電話や携帯電話等による)を構築したうえで実施する。下流域の関連ゲート

施設は、オークランアンベル調整水門、カンダルスタン頭首工、ツクツラ調整水門で、

これらの位置は付図 3.2.11 に示す。 

⑤ 上記業務に情報伝達ネットワークを構築する。 

⑥ 上記業務に必要な施設の維持管理規定、用水管理規定、ゲート操作マニュアルを作成す

る。 

 

この維持管理強化は、「カ」国要請状の維持管理支援そのものである。本無償協力事業で、こ

れら支援をソフトコンポーネント計画として実施する。 

 

3.5 プロジェクトの概算事業費 

3.5.1 協力対象事業の概算事業費 

本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は 8.39 億円となり、先に述べた日本

と「カ」国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記(3)に示す積算条件によれば、次のと

おり見積もられる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

 

(1) 日本国側負担経費： 約 824.7 百万円 

 

表 3-8  日本国側負担経費 

概算事業費 約 824.7 百万円 

 

  

費目 概算事業費（百万円） 

ローレンチェリー頭首工 642.4 施設 
アンドンスラ取水工  70.3 

712.7 

実施設計・施工管理・ソフトコンポーネント 112.0 
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(2)  「カ」国側負担経費  約 12.4 万ドル（約 1,465 万円） 

 

表 3-9  「カ」国側負担経費 

「カ」国側負担経費 約 14.7 百万円 

1. 用地収用費用(7.12 ha) US$ 79,200 (約 9.4 百万円) 

2. ＊用水停止期間における対策費用

（水路内堤防が建設される場合）
US$ 41,000 (約 4.9 百万円) 

3. 銀行手数料 US$ 2,700 (約 0.3 百万円) 

4. 通関諸掛 US$ 1,000 (約 0.1 百万円) 
＊：水資源気象省が、水路内堤防を建設する場合。 

 

用地収用は、永久構造物用でなく、すべてが仮設施設の用地で、地権者からの一時的な借用で

ある。工事が終了すれば、地権者へ返還される。仮設施設は、業者/コンサルタントの事務所、

資機材及び盛土材などの仮置場、仮設余水吐及びその下流の仮排水路、取水工工事のための仮回

し水路、仮設道路である。頭首工仮締切堤の右岸に建設する仮設道路用地に、移転を要する家屋

が１棟ある。このコストは用地収用の経費に含めた。 

工事に必要な用水停止期間（10 日間 x 2 回）は、作付け期間を用水停止期間から避けること

により、営農への影響はない。しかし用水停止には、灌漑用水を生活用水や飲料水に利用してい

る人が多々いることから、この人達への補償が必要となる。用水停止に伴う補償対策としては、

給水車の配備や、水路内に堤防を建設して、用水を水路に一時的に貯留する工事などが提案され

る。水資源気象省では、本件は住民移転委員会（IRC）に諮り、結論を得るとしている。 終的

な対策は未定であるが、水資源気象省がこの水路内堤防の建設を採択した場合のコストを、「カ」

国側の負担額として計上した。また水資源気象省が、用水停止などの事前通知や住民の協力を得

るためのステークホールダーズミーティングに係る費用は、用水停止対策費に含む。 

 

 (3) 積算条件 

① 積算時点 平成 19 年 12 月 

② 為替交換レート US$ 1.0 = 118.27 円：積算では円価以外の外貨は US$にて行う。 

③ 施工期間 A 国債による工事とし、詳細設計、本体工事の期間は実施工程 付

図 3.2.11 に示したとおり。 

④ その他 積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえて行うこととする。 

 

3.5.2 運営･維持管理費 

 (1) 頭首工及び取水工維持管理事務所の年間経費 

 本事業対象施設である頭首工と取水工の現時点での年間維持管理費を下表に示す。対象施

設の年間維持管理費は、約 9.8 百万リエル（US$2,460）であり、コンポンスプー州水資源気象省

事務所予算から支出されるが、2006 年及び 2007 年度予算の 3.5%前後であることから、対象施設

の運営・維持管理費支出に問題はない。また、無償資金協力事業によって改修された後の運営・

維持管理費の増額はない。  



3-57 

 

表 3-10  頭首工・取水工維持管理事務所の年間経費 

単位：リエル 

費目 数量 単価 合計 

給与 12 月 100,000 1,200,000 

事務用品 12 月 40,000 480,000 

通信費 12 月 80,000 960,000 

発電機燃料費 1000 リッター/年 4,000 4,000,000 

労務費 一式 1,600,000 1,600,000 

材料費 一式 1,600,000 1,600,000 

合計 9,840,000 

  

プロジェクトのライフサイクルを 30 年として、ゲート扉体及び水密ゴムについては 20 年～25

年、塗装については 10 年～15 年、ゲートの制御装置（電気）は 15 年～20 年、ゲート開閉装置

は 20 年から 25 年で更新の必要がある。ローレンチェリー頭首工及びアンドンスラ取水工のゲー

ト機器について、過去 33 年間にわたり、水密ゴム、塗装、制御装置について、更新した記録は

ない。 

 

(2) 財政面におけるプロジェクトの実行可能性 

ローレンチェリー頭首工及アンドンスラ取水工の維持管理は、これら施設が建設されてから

33 年間にわたり省名や事務所名は変遷しているが、水資源気象省、コンポンスプー州水資源気

象省事務所及び頭首工・取水工維持管理事務所が実施してきた。この実績を考えると、財政面に

おけるプロジェクトの実行可能性は問題ないと判断する。 

 

3.6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

(1)  主管官庁である水資源気象省の本事業実施に対する必要な予算措置及び人員を含めた実施

体制の確立 

本無償資金協力事業実施における「カ」国側負担額である 12.4 万米ドルは a) 用地収用、b) 

用水停止対策費、c) 銀行手数料・通関手続き諸費用からなる。本計画が円滑に推進されるため

に主管官庁でこの予算措置を確実なものにする必要がある。実施機関が、2007 年にできた国家

プロジェクト管理室（NPMO）で、その管轄下にある北西地区プロジェクト管理ユニットに適切な

要員をプロジェクト開始前に配置する必要がある。 

 

(2) 工事に遅延のない用地収用 

用地はすべて仮設工事用の借地で、工事の終了後に返還する。水資源気象省は、仮設工事に

必要な用地を当該工事開始前に収用する必要がある。 

 

(3) 工事に必要な用水停止の実施 

事業実施には、用水停止が必要である。工事に要する用水停止期間は、2010 年 12 月 1 日か

ら 12 月 10 日までと、2011 年 4 月 21 日から 4月 30 日である。水資源気象省は、2008 年 6 月 12

日付けにミニッツ（添付資料 4-2）に従って、用水停止を実施する必要がある。この用水停止に

伴う営農活動に対する影響はないが、水路の水を生活用水に使用している住民に対しては、水資

源気象省は、なんらかの対策を取ることが求められる。水資源気象省は、この対策を、住民移転

委員会（IRC）に諮り、その結論に従うとしている。しかし、水資源気象省では、まず自らの対
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策を決め、IRC に諮問する必要がある。詳細設計 E/N 署名後、直ちにこの作業を開始し、遅くと

も本体工事 E/N 署名前には、IRC から結論を得ることが望まれる。さらに、水資源気象省は IRC

の結論した対策を、確実に用水停止期間に実施しなければならない。 

 

(4) 頭首工ゲートの開閉許可 

上記の完全な用水停止に加えて、頭首工ゲートの据付完了時に行うゲート総合試験のために

2011 年 5 月の 3日間、ソフトコンポーネントに含まれるゲート操作の実地指導のために 2011 年

７月から８月の３日間、頭首工ゲートの開閉作業が必要である。水資源気象省では、これらゲ

ート開閉の必要性を認め、実施すると 2008 年 6 月 12 日に合意している（添付資料 4-2 参照）。

頭首工ゲートの開門は、水資源気象省の大臣決済で実施できる。しかし、関係者からの協力が

必要として、遅くとも雨期作の開始する 2011 年 4 月までには、ステークホールダーズミーティ

ングを開催し、関係者にゲート開閉の目的、開閉スケジュール、影響などを事前説明するとし

ている。また建設業者やコンサルタントは、ゲート総合試験が遅れることがないように、さら

に可能ならば予定より早い時期に総合試験が実施できるようゲート改修工事の工程管理を行う

ことが望まれる。 
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第 4 章 プロジェクトの妥当性の検証 

4.1 プロジェクトの効果 

(1)  事業効果 

日本の無償資金協力事業により、既存ローレンチェリー頭首工及びアンドンスラ取水工が改

修・新設され、ローレンチェリー灌漑地区及びカンダルスタン灌漑地区への灌漑用水が安定的

に供給される基盤が整備される。この効果は下表のとおりである。 

表 4-1  期待される効果 

現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果・改善程度 間接効果・改善程度 

頭首工及び取水工が、建

設から 33 年を経過し老

朽化が著しく、灌漑面積

約10,000 haが天水田に

回帰するリスクがあり、

早急な改修が望まれて

いる。一方、頭首工下流

約 40km に位置するカン

ダルスタン灌漑施設は

我が国無償資金協力に

より 2007 年 8 月に完成

したが、同灌漑地区約

1,950ha へ灌漑用水が、

安定的に供給されてい

ない。 

ローレンチェリー頭首

工  

-ゲート 5 門及び開閉

装置の改修 

-下流護床工の新設 

-下流護岸工の改修 

-右岸放流工の新設 

アンドンスラ取水工 

-ゲート 4 門の撤去と

ゲート 2門の更新 

-取水工の改修 

ローレンチエリー灌漑

地区への用水安定供給

を可能にする基盤が整

備された。このことから

次の効果が期待される。 

-雨期灌漑水稲作によ

り現行の農業生産性

（2.3トン/ha～2.4ト

ン/ha）及び農家粗収

入（180 万リエル/戸～

236 万リエル/戸）を維

持できる。 

-カンダルスタン灌漑

地区への用水安定供

給（最大 5 m3/秒）が

可能になる。 

-頭首工上下流の洪水

被害（溢水、湛水）を

軽減できる。 

間接効果は次のとおり

である。 

-農村地帯における貧困

軽減に寄与する。 

-「カ」国の食料の安定

供給に寄与する。 

 

さらに将来の水管理技

術の向上及び営農技術

の改善により、農業生産

性及び農家収入の向上

可能性に対する基盤が

される。 

 

(2) 直接効果 

 上表に記された直接効果の追加説明を以下に行う。 

① ローレンチェリー頭首工及びアンドンスラ取水工の機能回復により、受益地約 10,000 ha

への灌漑用水の取水機能が維持され、現在の農業生産性（雨期灌漑水稲収量：2.3 トン/ha 

～ 2.4 トン/ha）や農家粗収入（1,800,000 リエル/戸 ～ 2,360,000 リエル/戸）の維持が

可能になる。 

② 右岸放流工新設により、頭首工下流約 40km に位置するカンダルスタン灌漑地区（約 1,950 

ha）へ、放流を行うことにより用水の安定供給（最大 5m3/秒程度）が可能になる。 

③ アンドンスラ取水工の機能回復により、北幹線水路内への洪水流入防止に対する安全性が

高まるとともに、用水計画に基づいた適切な灌漑用水量の流量調節が可能になる。 

④ 頭首工下流域のゲート施設管理事務所との情報伝達ネットワークが構築され、頭首工流域

の洪水被害軽減に寄与する。 

⑤ 頭首工ゲート改修、護岸工改修、護床工工事により、頭首工の流下能力が向上し、ゲート

が開放できないことによる上流域の湛水被害が防止できる。 

(3) 裨益人口 

ローレンチェリー灌漑地区に居住する農家約 11,600 戸、約 67,600 人と, カンダルスタン灌
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漑地区の農家約 2,800 戸、約 13,400 人が裨益するものと判断される。その他、洪水時にゲート

を開放できないことから起こる、頭首工上流部約 400ha の湛水化が防げるため、少なくともこ

の地域の住民約 2,000 人がその裨益を受ける。 

 

4.2 課題・提言 

(1)  相手国側の取り組むべき課題・提言 

本無償協力対象事業により頭首工及び取水工の改修が実施され、「カ」国側では事業効果の維

持のために、従来に増して施設の運営・維持管理に対して強化する必要がある。この点に関して、

下記の提言をする。 

① 水資源気象省は、施設の運営維持管理に対する十分な財政的及び技術的支援を継続する。 

② 水資源気象省は、洪水被害の軽減を目的とする情報伝達ネットワークを構築するため、関

係する管理事務所または管理職員に情報伝達手段として、固定電話または携帯電話などを

付与し経費を負担する。 

③ コンポンスプー州水資源気象省事務所は、従来以上に水利組合の育成及び運営維持管理能

力の強化を図る。 

④ コンポンスプー州水資源気象省事務所や頭首工及び取水工管理事務所には、ゲート及び関

連電気施設の設計・修理などを担当する機械や電気の専門家がいない。「カ」国全土では、

ゲート施設も多くあるため、水資源気象省本省には、少なくとも、機械専門家１～２名を

配置し、ゲートの定期点検及び緊急の修理を実施できる体制を図る。 

⑤ 頭首工及び取水工管理事務所の管理職員は 69 歳と高齢である。早い時期に現職員の持つノ

ウハウを後継者に伝授し、管理業務を後継者に引き継ぐ必要がある。 

⑥ 水利組合の水管理技術の向上については、カンボジア灌漑技術センター計画（TSC）による

研修成果を水利組合へ移転する必要がある。 

⑦ 維持管理を強化するとともに、農業省などと連携し、農業生産性及び農家収入のさらなる

向上のため、営農技術の向上を図ることが望まれる。 

 

(2)  技術協力・他ドナーとの連携 

開発調査で、ローレンチェリー灌漑地区の中でいくつかの灌漑農業改善計画が提案されてい

る。今後、この提案された計画が実施に移行した場合は、いずれの計画の場合も頭首工が基幹施

設となる。連携というより、いずれの計画が実施に移行されても、本事業で改修した施設が有効

利用される。 

JICA が現在実施しているカンボジア灌漑技術センター計画（TSC）では、水資源気象省の技

術職員に対して、末端圃場における水管理技術の研修をしている。この技術の水利組合員への移

転が成功すると、農業生産性及び農家収入の増加につながるため、水資源気象省は同灌漑技術セ

ンター計画の成果を、水利組合員へ伝播することが求められている。 

 

4.3 プロジェクトの妥当性 

プロジェクトの妥当性の審査結果は以下のとおりである。 
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表 4-2  プロジェクトの妥当性の説明 

1) プロジェクトの裨益対象が貧困層を含む一

般国民であり、その数がかなり多数である

か。 

灌漑受益農家の現在の年（粗）収入は、450

米ドルから 590 米ドルで、余剰労働力は都市

部での単純労働により家計を支えている。

受益対象者はローレンチェリー灌漑地区で

67,600 人 ,カンダルスタン灌漑地区で

13,400 人である。 

2) プロジェクトの目標が BHN や教育・人造り

に合致する、もしくは民生の安定や住民の

生活改善のために緊急的に求められている

プロジェクトか。 

施設の老朽化により、生計を支える灌漑農業

が、天水田に回帰するかもしれないという不

安が解消され、さらなる生計向上の基盤とな

り、民生安定化には大きく貢献する。目標と

する収量は、現行の雨期灌漑水稲収量は 2.3

トン/ha ～ 2.4 トン/ha である。 

3) 被援助国が原則として独自の資金と人材・

技術で運営・維持管理を行うことができ、

過度に高度な技術を必要としないか。 

設計方針は、既存施設の現状復帰である。今

まで使い慣れた施設改修を目指しているた

め、過度な高度技術は採用していない。また

維持管理費用は、改修により特段の増加はな

く、従来の予算枠内である。 

4) 当該国の中・長期的開発計画の目標達成に

資するプロジェクトか。 

「カ」国の上位目標である農村地帯における

貧困削減や「カ」国の食料の安定供給に寄与

する。 

5) 原則として過度に収益性の高いプロジェク

トではないか。 

既存施設の改修により、現在の農業生産性と

農家収入の維持が大きな目標であり、過度な

収益性の高いプロジェクトではない。 

6) 環境面で負の影響がないか また、負の影

響を排除するための何らかの措置がとられ

ているか。 

本計画は、既存灌漑施設の改修事業であるこ

とより、自然環境面で負の影響はほとんど無

い。ただ工事期間中に工事による騒音、振動、

粉塵、河川の水質悪化などが想定されるが、

これは工事契約書に、建設業者が環境緩和対

策を取るように規定し、これら負の影響は最

小限とする。しかし頭首工ゲート改修に必要

な用水停止を実施すると、営農活動には影響

はないが、水路の水を生活用水に利用してい

る住民には、影響がでる。これに対して水資

源気象省は、住民移転委員会(IRC)の結論に

従うとしている。 

7) 我が国の無償資金協力の制度により、特段

の困難がなくプロジェクトが実施可能か。

主管官庁は、我が国の無償資金協力の制度に

よる事業の経験があることより、特段の困難

がなくプロジェクトが実施可能である。 

 

4.4 結 論 

本プロジェクトは上述のように多大な直接・間接効果が期待されると同時に、本プロジェク

トが多くの受益者に寄与するものであることから、協力対象事業に対して、我が国の無償資金協

力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理についても、

相手国側体制は人員・資金ともに決して満足いくレベルではないが、「カ」国側では出来る限り

の対応をしている。過去 33 年間の運営実績からみて、本プロジェクトは円滑かつ効果的に実施

しうるものと考えられる。 
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